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Ⅰ 令和６年第１回県議会定例会提出議案等一覧 

                                                                            

（予   算） 

 １ 令和６年度茨城県一般会計予算 

 ２ 令和６年度茨城県競輪事業特別会計予算 

 ３ 令和６年度茨城県公債管理特別会計予算 

 ４ 令和６年度茨城県市町村振興資金特別会計予算 

 ５ 令和６年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計予算 

 ６ 令和６年度茨城県立医療大学付属病院特別会計予算 

 ７ 令和６年度茨城県国民健康保険特別会計予算 

 ８ 令和６年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計予算 

 ９ 令和６年度茨城県中小企業事業資金特別会計予算 

10 令和６年度茨城県農業改良資金特別会計予算 

11 令和６年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計予算 

12 令和６年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

13 令和６年度茨城県港湾事業特別会計予算 

14 令和６年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 

15 令和６年度茨城県病院事業会計予算 

16 令和６年度茨城県水道事業会計予算 

17 令和６年度茨城県工業用水道事業会計予算 

18 令和６年度茨城県地域振興事業会計予算 

19 令和６年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算 

20 令和６年度茨城県流域下水道事業会計予算 

 

（条例その他）                                                           

１ 茨城県職員定数条例の一部を改正する条例 

２ 職員の勤務時間に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部を

改正する条例 

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

４ 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

５ 茨城県県税条例の一部を改正する条例 

６ 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例 

７ 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

８ 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

９ 茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

10 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

11 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の一部を改正する条例 
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12 茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

13 茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

14 茨城県立医療大学授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

15 茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

16 茨城県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例 

17 茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

18 医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例 

19 茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

20 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

21 茨城県地域医療薬剤師修学資金貸与条例 

22 茨城県総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

23 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例 

24 旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例を廃

止する条例 

25 社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

26 児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の

一部を改正する条例 

27 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの

事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づき障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

28 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害者支援施設等の

設備及び運営に関する基準等を定める条例及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づき障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

29 社会福祉法に基づき女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

30 茨城県立青少年会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

31 茨城県青少年の健全育成等に関する条例の一部を改正する条例 

32 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条 

  例 

33 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

34 茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

35 茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

36 茨城県産業技術イノベーションセンターの使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

37 つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

38 茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

39 いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

40 茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
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41 茨城県自然観察施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

42 茨城県漁港管理条例及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正

する条例 

43 茨城県都市公園条例の一部を改正する条例 

44 茨城県建築基準条例の一部を改正する条例 

45 学校以外の教育機関の設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例 

46 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

47 茨城県営ライフル射撃場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

48 茨城県地方警察職員定員条例の一部を改正する条例 

49 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 

50 包括外部監査契約の締結について 

51 法人に対する出資について 

52 霞ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦水郷、那珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小貝及び小貝川東部流

域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について 
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「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現に向け、「４つのチャレンジ」

を加速。 

 

Ⅱ 令和６年度当初予算案の概要 
 
 
 

１ 予算編成の基本的考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ「新しい豊かさ」へのチャレンジ  Ⅱ「新しい安心安全」へのチャレンジ 

生産性が高く力強い産業の創出とゆと

りある暮らしを育み、新しい豊かさを

目指す。 

 
安心して暮らせる社会基盤の充実に向

け、医療、福祉、治安、防災など県民

の命を守る生活基盤を築く。 

   

Ⅲ「新しい人財育成」へのチャレンジ  Ⅳ「新しい夢・希望」へのチャレンジ 

茨城の未来をつくる「人財」を育て、 

日本一子どもを産み育てやすい県を 

目指す。 

 
将来にわたって夢や希望を描ける県と

するため、県内外から選ばれる、魅力

ある茨城(IBARAKI)づくりを推進する。 

加速度的に進む人口減少など様々な困難を 

乗り越えられる「新しい茨城」づくりへの挑戦 

〇 過去の延長線上にはない、新たな一歩を着実に踏み出してきたこ

とによる確かな「変化」。 
 

〇 「変化」を軌道に乗せる、「生産性」の向上と安心して暮らせる

社会基盤の確保。 
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２ 「４つのチャレンジ」の主な施策

「新しい豊かさ」へのチャレンジ
• 外国人留学生の就職支援、海外の大学と連携した日本語講座の運営、海外日
本語学校からの留学生受入ルート開拓により、外国人に選ばれる茨城を実現。

• 遺伝的に優れた雌牛群の整備により、「常陸牛 煌（きらめき）」の生産を拡大。
＜これまでの取組・成果＞

▶ 戦略的な企業誘致により、県外企業立地件数が６年連続全国第１位
▶ 過去６年間の荒廃農地の再生面積が全国１位

トップクラスの企業誘致で
茨城県の発展を加速！

「新しい安心安全」へのチャレンジ
• 老朽化が進む保健所の建て替えにより、新興感染症対策や大規模災害時の
健康危機管理の司令塔としての保健所機能強化。

• マル福の対象に、中度の精神障害、かつ、中度の身体障害を有する方等を
新たに追加。

• 病院薬剤師確保のための奨学金返済支援及び修学資金貸与制度の創設。

＜これまでの取組・成果＞

▶ 最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科を選定し、緊急的に必要な医師を確保
▶ 防災・減災のため、河川改修や橋梁の耐震化などのインフラ整備を推進

医師確保により
政策医療提供体制を強化！

「新しい人財育成」へのチャレンジ

• 外国人に対する母語による相談・支援体制の構築、公立学校（小中高）にお
ける外国人児童生徒への日本語指導の充実により、外国人の生活支援を強化。

• 県立高等学校等への外国語指導助手（ALT）の配置拡充により、生きた英語
によるコミュニケーション中心の授業を推進。

＜これまでの取組・成果＞

▶ 「学びの質」を向上させるため、中高一貫教育校１０校に加え、IT・サイエンス専科高校を設置
▶ パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携を推進し、４県２市と連携協定を締結

「新しい夢・希望」へのチャレンジ
• 農産物や加工食品の輸出にチャレンジする事業者等、海外販路開拓に初めて
チャレンジするものづくり企業を支援。

• 常陸国ロングトレイルの海外向けプロモーションの強化、位置情報・二次元コンテ
ンツを用いた周遊イベントにより、県北地域への誘客促進。

＜これまでの取組・成果＞

▶ 農産物の輸出額は、2016年度と比較し１０倍に拡大
▶ 本県情報のメディア掲載による広告換算額が約３倍に増加

人口減少による国内需要の
縮小を見据え輸出に注力！

多様性を認め合う社会の実現を
他県に先駆けて推進！
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３ 令和６年度当初予算案の規模 

 

一般会計予算案の規模 １兆２,５１１億９０百万円（対前年度当初比▲３．２％） 

※ うち新型コロナウイルス感染症関連分 511億 78百万円 

※ 新型コロナウイルス感染症関連分除きの伸び率 3.0％ 

 人件費や社会保障関係費の増のほか、「あすなろの郷」再編整備やＩＴ短大の大学校

化に伴い投資的経費が増となる一方、新型コロナウイルス感染症関連経費の減により、

歳出規模は前年度と比べ、▲３．２％。 

 新型コロナウイルス感染症関連分除きの比較では、３．０％の増。 

 

（単位：百万円、％） 

区  分 Ｒ５ Ｒ６ 増減率 

一 般 会 計 
1,292,194  

(1,165,440) 

1,251,190  

(1,200,012) 

▲3.2 

(3.0) 

特 別 会 計 458,330 496,547 8.3 

企 業 会 計 163,851 135,800 ▲17.1 

計 1,914,375 1,883,537 ▲1.6 

 （注）（ ）内は、新型コロナウイルス感染症関連分を除いた額及び伸び率  

 

【一般会計当初予算額の推移】                     （単位：億円） 

  

11,629

12,952 12,817 12,922
12,512

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
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県税

4,180

33%

地方交付税

1,970

16%

地方消費税

清算金

1,404

11%

諸収入

1,389

11%

国庫支出金

1,298

10%

県債

827

7%

地方譲与税

569

5%

その他

875

7%

４ 歳入の状況 

 

【主な歳入の内訳】                 （単位：億円、構成比）   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

※1 うち新型コロナウイルス感染症対策融資分 502億円 4% 

※2 うち臨時財政対策債 71 億円 1% 

 

① 県税  ４，１８０億円 【対前年度比：▲８８億円、▲２．１％】 

 県税収入総額は、令和６年度定額減税による個人県民税の減などにより前年度比 

▲２．１％、８８億円の減。 

 実質的県税ベース（県税、地方消費税清算金及び特別法人事業譲与税・自動車重量譲与

税の合計額）では、前年度比▲０．７％、３５億円の減で、５，２３７億円。 

 個人県民税は、令和６年度定額減税に伴う均等割・所得割の減などにより、前年度比 

▲３．１％、 ３６億円の減で、１，１２１億円。 

 地方消費税は、資源輸入額等の減により、前年度比▲４．９％、４７億円の減で、 

９１２億円。 

 

 【主な税目の前年度比較】                                          （単位：百万円、％） 

税  目 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 増減の主な理由 

 法 人 二 税 112,331 111,164 ▲1,167 ▲1.0 電気・ガス業の売上減 

 個人県民税 115,757 112,112 ▲3,645 ▲3.1 令和６年度定額減税による減 

 地方消費税 95,889 91,200 ▲4,689 ▲4.9 輸入額の減少による減 

自 動 車 税 51,957 52,480 523 1.0 自動車販売台数の増 

 軽油引取税 32,680 32,355 ▲325 ▲1.0 貨物輸送量の落ち込みによる減 

  県税収入計 426,831 418,023 ▲8,808 ▲2.1   

前年度から増加 

・地方譲与税   （＋ ４．４％） 

・地方交付税   （＋ ０．３％） 

・その他     （＋ ９．７％） 

※地方特例交付金（＋４０９％） 

 

前年度から減少 

・県税      （▲ ２．１％） 

・地方消費税清算金（▲ ２．３％） 

・国庫支出金   （▲２１．２％） 

・県債      （▲ １．５％） 

・諸収入     （▲ ２．４％） 

歳入総額 
 

12,512 

※２ 

※１ 
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【実質的県税の前年度比較】                                 （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 備考 

 県 税 収 入     ① 426,831 418,023 ▲8,808 ▲2.1 － 

 地方消費税清算金(清算後)② 49,596 52,435 2,839 5.7 － 

小計（①＋②） 476,427 470,458 ▲5,969 ▲1.3 － 

 特別法人事業譲与税   ③ 50,232 52,699 2,467 4.9 全国的な企業収益

の増  自動車重量譲与税    ④ 514 538 24 4.7 

実質的県税 ①＋②＋③＋④ 527,173 523,695 ▲3,478 ▲0.7 － 

 

 

 

【実質的県税収入 当初予算額の推移】                 （単位：億円） 
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②   地方交付税 １，９７０億円 【対前年度比：＋６億円、＋０．３％】 

    臨時財政対策債  ７１億円 【対前年度比：▲９３億円、▲５６．７％】 

 普通交付税については、令和５年度の算定結果をもとに、令和６年度の地方財政計画の

内容等を踏まえ算定し、前年度比＋０．１％、２億円増の１，９４７億円。 

 臨時財政対策債については、前年度比▲５６．７％、９３億円減の７１億円。 

 この結果、地方交付税（震災復興特別交付税を除く）と臨時財政対策債を合わせた実質

的地方交付税は２，０３８億円となり、前年度比▲４．２％、８９億円の減。 

 

【実質的地方交付税の前年度比較】                         （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 地財計画 

 地 方 交 付 税  196,368 196,974 606 0.3 1.6 

 

 

 

普 通 交 付 税    ① 194,500 194,700 200 0.1 
1.7 

特別交付税(通常分)② 1,800 2,000 200 11.1 

震災復興特別交付税 68 274 206 302.9 ▲3.3 

 臨時財政対策債       ③ 16,400 7,100 ▲9,300 ▲56.7 ▲54.3 

実質的地方交付税①+②+③ 212,700 203,800 ▲8,900 ▲4.2 ▲1.2 

 

③  県債 ８２７億円 【対前年度比：▲１３億円、▲１．５％】 

 県債の発行額は、臨時財政対策債の減などにより前年度比▲１．５％、１３億円の減。 

 特例的県債（臨時財政対策債）の発行額は、前年度比▲５６．７％、９３億円の減。 

 予算額に占める県債の割合を示す県債依存度は、国庫支出金などの減により歳入総額が減

少したことにより６．６％と０．１ポイント増（前年度当初：６．５％） 

 令和６年度末の通常県債（公共投資に充てる県債や退職手当債など）に係る県債残高は、

令和５年度１２月補正予算で国の国土強靭化対策に対応した公共事業等を追加したほか、

令和６年度当初予算におけるあすなろの郷再編整備など投資的経費の増により、令和５年

度末残高より２０９億円増加し、１兆１，５９６億円となる見込み。 

 特例的県債に係る県債残高は、令和６年度末（見込）で８，６５６億円と前年度末残高か

ら５４０億円減少するため、通常県債と特例的県債を合わせた県債残高は、令和６年度末

（見込）で、２兆２５２億円となり、令和５年度末（見込）に比べ３３１億円の減。 

 

【県債発行額の前年度比較】                                       （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 備  考 

 通 常 県 債 67,527  75,569  8,042  11.9 
－  公共投資に充てる県債 67,527  74,569  7,042 10.4 

退 職 手 当 債 - 1,000 1,000 皆増 

 特 例 的 県 債 16,400 7,100 ▲9,300 ▲56.7 臨時財政対策債 

合      計 83,927 82,669 ▲1,258 ▲ 1.5 － 
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【実質的な一般財源総額の前年度比較】                     （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 (参考)地財計画 

 県税(地方消費税清算後) 476,427 470,458 ▲5,969 ▲1.3 (県税)  ▲0.5 

 特別法人事業譲与税 50,232 52,699 2,467 4.9 5.2 

 実質的地方交付税 212,700 203,800 ▲8,900 ▲4.2 ▲1.2 

 震災復興特別交付税 68 274 206 302.9 ▲3.3 

 その他の地方譲与税 4,286 4,224 ▲62 ▲1.4 － 

地方特例交付金 2,000 10,180 8,180 409.0 421.9 

合   計 745,713 741,635 ▲4,078 ▲0.5 － 

 震災復興特別交付税除き 745,645 741,361 ▲4,284 ▲0.6 (水準超除き)  0.9 

 ※実質的地方交付税は、地方交付税（震災復興特別交付税を除く）及び臨時財政対策債の合計額 

 ※その他の地方譲与税は、特別法人事業譲与税以外の地方譲与税の合計額 

 

⑤  繰入金（一般財源）  

２３２億円 【対前年度比：▲４９億円、▲１７．５％】 

 令和５年度当初予算に引き続き、後年度負担軽減の観点からの県債発行抑制などのた

め、繰入金２３２億円を一般財源として使用する。 

 

【繰入金（一般財源基金）の前年度比較】                              （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 

一般財源基金繰入金 28,075 23,162 ▲4,913 ▲17.5 

一般財源基金残高（年度末）  96,805※１ 96,800 程度※２ - - 

※1 R5-12月補正後の残高見込み。 

※2 R5税収見込等を踏まえ、R5補正予算で積み立てる予定。 

 

 

 

④  実質的な一般財源総額 

７，４１４億円 【対前年度比：▲４３億円、▲０．６％】 

（震災復興特別交付税含み  対前年度比：▲４１億円、▲０．５％） 

 県税（地方消費税清算後）、特別法人事業譲与税、実質的地方交付税とその他の地方譲

与税等を合わせた実質的な一般財源総額は、７，４１４億円となり、対前年度比で 

▲０．６％、４３億円の減。 

 地方特例交付金は、令和６年度定額減税影響額を計上し、前年度比４０９％、８２億円

の増。 
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人件費

3,186 

25%

公債費
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扶助費
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一般行政費の一部

（内数 1,417 ）

一般行政費

4,246

34%

投資的経費

（公共）

1,066 

9%

投資的経費

（その他）

436 

3%

税交付金等

1,834 

15%
義務的経費

4,930 

39%投資的経費

1,502 12%

５ 歳出の状況 

 

【歳出（性質別内訳）の前年度比較】 （単位：億円、構成比） 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

 

  
 

 

①  義務的経費 ４，９３０億円 【対前年度比：＋４０億円、０．８％】 

歳出全体に占める構成比：３９．４％（前年度 ３７．８％） 

 人件費は、定年延長に伴う定年退職者増に伴う退職手当の増等により、前年度比 

＋６．５％。 

 公債費は、繰上償還の減により、前年度比▲８．７％。 

 扶助費は、新型コロナウイルス感染症関連分の減により、前年度比▲５．０％。社会保

障関係費（扶助費及び一般行政費の一部）については、後期高齢者医療給付費負担金の

増などにより、前年度比＋０．９％。 

 

②  投資的経費 １，５０２億円 【対前年度比：＋４０億円、＋２．８％】 

（公共＋１．８％、その他投資＋５．２％） 

［国補公共］ 

 国補公共事業（特別・企業会計含み）については、災害・危機に強い公共インフラづく

りなどの視点から、河川整備や道路改良、橋梁補修等の進捗を図ることとし、令和５年

度の実績ベースの見込みにより、前年度比▲２．８％の７９７億円。 

 なお、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」等の国の経済対策への対

応については、令和５年度１２月補正予算に前倒しして２８３億円を計上。 

［県単公共］ 

 県単公共事業（特別・企業会計含み）については、道路・堤防の補修等の維持管理・長

寿命化対策、防災インフラ整備等を引き続き着実に進めるとともに、新産業廃棄物処分

場関連道路の整備や牛久沼越水対策にも取り組むことから、前年度比＋１２．７％の 

３０４億円。 

前年度から増加 

・人件費    （＋ ６．５％） 

・投資的経費  （＋ ２．８％） 

 

 

前年度から減少 

・公債費    （▲ ８．７％） 

・扶助費    （▲ ５．０％） 

[社会保障関係費（＋ ０．９％）] 

・一般行政費  （▲ ９．０％） 

・税交付金等  （▲ ３．８％） 

歳出総額 
 

12,512 

社会保障関係費 
1,679 13% 
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［公共事業全体］ 

 公共事業全体については、前年度比＋１．１％の１，１０１億円。なお、一般会計分は、

前年度比＋１．８％の１，０６６億円。 

 「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」などの国の経済対策分（令和５

年度１２月補正予算で計上）等を合算した場合は、＋０．９％の１，３８４億円。 

［その他投資（一般会計）］ 

 その他投資については、あすなろの郷の再編整備に向けたセーフティネット棟の建設や

ＩＴ短大の新棟建設等により、前年度比＋５．２％の４３６億円。 

 

【公共事業費（特別・企業会計含み）の前年度比較】             （単位：百万円、％） 

区   分 Ｒ５ Ｒ６ 増 減 増減率 

 国補公共事業 81,950 79,693  ▲2,257  ▲2.8  

 

 

補 助 事 業 65,637  63,339  ▲2,298  ▲3.5  

直轄事業負担金 16,313  16,354  41  0.3  

 県単公共事業 26,984  30,417  3,433  12.7  

合  計 108,934  110,110  1,176  1.1  

 

＜参考＞ 令和５年度予算に前倒しして計上した国の経済対策（「防災・減災、国土強靭化のため

の５か年加速化対策」等）への対応分を合算した場合の金額及び増減率 
 

（単位：百万円、％） 

R5経済対策 

(R5.12月補正) 

A 

R6当初 

 

B 

計 

 

C=A+B 

R4経済対策 

 

D 

R5当初 

 

E 

計 

 

F=D+E 

増減率 

 

C/F 

28,259 110,110 138,369 28,167 108,934 137,101 0.9 
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【公共事業費（特別・企業会計含み）当初予算額の推移】            （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

国補公共事業 １，０２１  ８６４ ７８１ ８１９ ７９７ 

県単公共事業 ２５３   ２５３ ２６３ ２７０ ３０４ 

合計 １，２７４ １，１１７ １，０４４ １，０８９ １，１０１ 

 震災関連分除き １，０５２ １，１１７ １，０４４ １，０８９ １，１０１ 

 

③  一般行政費 ４，２４６億円【対前年度比：▲４１８億円、▲９．０％】 

一般行政費は、新型コロナウイルス感染症対策関連事業が減となる一方、 

 外国人留学生の就職支援、海外の大学と連携した日本語講座の運営、海外日本語学校から

の留学生受入ルート開拓による外国人に選ばれる茨城の実現 

 マル福の拡充や病院薬剤師確保のための修学資金貸与制度の創設など安心安全の確保に向

けた取組の充実 

 外国人の生活支援強化、外国語指導助手（ALT）の配置拡充などを通じた「人財」育成 

 農産物や加工食品の輸出にチャレンジする事業者等や、海外販路開拓に新たにチャレンジ

するものづくり企業の支援、常陸国ロングトレイルの海外プロモーション展開等による誘

客強化 

などに重点的に取り組むための所要額を計上。 

県単公共事業 

国補公共事業 

公共事業計（震災関連分除き） 
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9,850 9,956 9,669
9,196

8,656

11,377 11,434 11,514 11,387 11,596

11,629 12,952 12,817 12,922
12,512

-11,000

-3,000

5,000

13,000

当初予算額 

④ 財政健全化に向けた取組 

将来世代の受益に繋がる事業に大胆に取り組むとともに、スクラップ・アンド・ビルドの徹底

などにより限られた財源の有効活用を図り、本県が将来にわたって発展していくための、健全な

財政構造を確立する。 

令和６年度当初予算では、後年度負担の軽減を図るため、投資的経費に充てる財源の一部に一

般財源を使用し、１００億円の県債発行抑制に取り組んだところ。 

[財政健全化に向けた目標] 

 特例的県債を除く県債残高を前年度以下に縮減 

→ 県債残高については、国の国土強靭化対策に対応した公共事業等に加え、あすなろの郷再

編整備など県政の課題に対応するため増加。 

 臨時財政対策債を地方交付税として算定した場合のプライマリーバランスの黒字の維持 

→ 令和６年度当初予算案では、プライマリーバランスは黒字を維持。 

 

【県債残高の推移】                               （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

県債残高総額 
R2 R3 R4 R5 R6 

２１，２２７ ２１，３８９ ２１，１８３ ２０，５８３ ２０，２５２ 

（注）R4 までは決算額、R5 は最終補正予算時見込額、R6は当初予算時見込額 

「通 常 県 債」：公共投資に充てる県債や退職手当債など 

「特例的県債」：地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な

県債（臨時財政対策債、減収補塡債など） 

 

 

 

 

 

 

 

通常県債残高 

特例的県債残高 

3,000 

11,000 
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臨時財政対策債を地方交付税として算定 プライマリーバランス

 

【プライマリーバランスの推移】                       

                                   （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）R4 までは決算額、R5 は最終補正予算時見込額、R6は当初予算時見込額 

 

 

黒字 

赤字 
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７ 一般会計性質別内訳 

                                         （単位：百万円、％） 

区 分 R 5 当 初 

（Ａ） 

R5当初 

構 成 比 

R 6 当 初 

（Ｂ） 

R6当初 

構 成 比 

増  減 

(Ｂ－Ａ) 

増 減 率 

  

義

務

的

経

費 

人 件 費 299,065  23.1  318,622  25.5  19,557  6.5  

公 債 費 162,305  12.6  148,152  11.8  ▲14,153  ▲8.7  

扶 助 費 27,621  2.1  26,238  2.1  ▲1,383  ▲5.0  

社会保障 

関 係 費 
(166,443)  (12.9)  (167,936)  (13.4)  (1,493)  (0.9)  

計 488,991  37.8  493,012  39.4  4,021  0.8  

 
 

 
 

 

投 
 
 

資 
 

 

的 
 
 

経 
 
 

費 

公 共 事 業 104,702  8.1  106,585  8.5  1,883  1.8  

 うち国補 77,770  6.0  76,219  6.1  ▲1,551  ▲2.0  

うち県単 26,932  2.1  30,366  2.4  3,434  12.8  

そ の 他 41,492  3.2  43,648  3.5  2,156  5.2  

 うち国補 16,857  1.3  15,715  1.3  ▲1,142  ▲6.8  

うち県単 24,635  1.9  27,933  2.2  3,298  13.4  

計 146,194  11.3  150,233  12.0  4,039  2.8  

 うち国補 94,627  7.3  91,934  7.4  ▲2,693  ▲2.8  

うち県単 51,567  4.0  58,299  4.6  6,732  13.1  

一 般 行 政 費 466,393  36.1  424,554  33.9  ▲41,839  ▲9.0  

税 交 付 金 等 190,616  14.8  183,391  14.7  ▲7,225  ▲3.8  

 合  計   1,292,194  100.0  1,251,190  100.0  ▲41,004  ▲3.2  

（注）公共事業は下水道事業（企業会計）除きである。 
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８ 一般会計款別内訳（歳入） 

                                          （単位：百万円、％） 

款 名 R 5 当 初 

（Ａ） 

R5当初 

構 成 比 

R 6 当 初 

（Ｂ） 

R6当初 

構 成 比 

増  減 

（Ｂ－Ａ） 

増 減 率 

県 税        426,831    33.0       418,023    33.4       ▲8,808    ▲2.1 

地方消費税清算金        143,781    11.1        140,423    11.2       ▲3,358    ▲2.3 

地 方 譲 与 税        54,518     4.2        56,923     4.5        2,405      4.4 

地方特例交付金         2,000     0.2        10,180     0.8        8,180    409.0 

地 方 交 付 税        196,368    15.2        196,974    15.7         606      0.3 

交通安全対策特別交付金            736     0.1            705     0.1          ▲31   ▲4.2 

分担金及び負担金          8,151     0.6          8,175     0.7          24      0.3 

使用料及び手数料         15,838     1.2         15,915     1.3           77     0.5 

国 庫 支 出 金        164,712    12.7        129,838    10.4      ▲34,874  ▲21.2 

財 産 収 入          1,972     0.2          1,524     0.1         ▲448   ▲22.7 

寄 附 金            132     0.0            131     0.0           ▲1    ▲0.8 

繰 入 金         45,927     3.6         45,824     3.7        ▲103    ▲0.2 

繰 越 金          5,000     0.4          5,000     0.4             -      0.0 

諸 収 入       142,301    11.0       138,886    11.1       ▲3,415    ▲2.4 

県 債         83,927     6.5         82,669     6.6       ▲1,258   ▲1.5 

 合  計        1,292,194   100.0      1,251,190   100.0      ▲41,004    ▲3.2 
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９ 一般会計款別内訳（歳出） 

                                         （単位：百万円、％） 

 

款 名 
R 5 当 初 

（Ａ） 

R5当初 

構 成 比 

R 6 当 初 

（Ｂ） 

R6当初 

構 成 比 

増  減 

（Ｂ－Ａ） 
増 減 率 

議 会 費 1,681  0.1  1,688  0.1    7  0.4 

総 務 費 41,276  3.2  36,512  2.9  ▲4,764  ▲11.5 

企 画 開 発 費 14,145  1.1  14,349  1.2   204  1.4 

生 活 環 境 費 6,576  0.5  11,568  0.9  4,992  75.9 

防災・危機管理費 4,985  0.4  4,741  0.4  ▲244  ▲4.9 

保 健 医 療 費 137,445  10.6  137,575  11.0  130  0.1 

福 祉 費 126,163  9.8  92,710  7.4  ▲33,453  ▲26.5 

労 働 費 2,760  0.2  3,682  0.3  922  33.4 

農林水産業費 40,533  3.1  42,101  3.4  1,568  3.9 

営 業 戦 略 費 6,328  0.5  6,503  0.5  175  2.8 

立 地 推 進 費 19,755  1.5  18,061  1.4  ▲1,694  ▲8.6 

商 工 費 121,269  9.4  117,814  9.4  ▲3,455  ▲2.8 

土 木 費 100,254  7.8  98,954  7.9  ▲1,300  ▲1.3 

警 察 費 62,625  4.8  64,542  5.2  1,917  3.1 

教 育 費 258,575  20.0  275,212  22.0  16,637  6.4 

災 害 復 旧 費 842  0.1  808  0.1  ▲34  ▲4.0 

公 債 費 162,309  12.6  148,158  11.8  ▲14,151  ▲8.7 

諸 支 出 金 182,673  14.1  175,212  14.0  ▲7,461  ▲4.1 

予 備 費 2,000  0.2  1,000  0.1  ▲1,000  ▲50.0 

 合  計   1,292,194  100.0  1,251,190  100.0  ▲41,004  ▲3.2 
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教育費

2,752 

22%

諸支出金

1,752 

14%

公債費

1,482 

12%
保健医療費

1,376 

11%

商工費

1,178 

10%

土木費

990 

8%

福祉費

927 

7%
警察費

645 

5%

農林水産業費

421 

3%

総務費

365 

3%

その他

624 

5%

県税

4,180

33%

地方交付税

1,970

16%地方消費税

清算金

1,404

11%

諸収入

1,389

11%

国庫支出金

1,298

10%

県債

827

7%

地方譲与税

569

5%

その他

875

7%

令和６年度一般会計予算 歳入・歳出の内訳

歳入総額

12,512

歳出総額

12,512

（単位：億円、構成比）

・立地推進費

・企画開発費

・生活環境費

・営業戦略費

・防災・危機管理費

・労働費

・議会費

・予備費

・災害復旧費

・繰入金

・使用料及び手数料

・地方特例交付金

・分担金及び負担金

・繰越金

・財産収入

・交通安全対策

特別交付金

・寄附金
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人件費

3,186 

25%

公債費

1,482 

12%

扶助費

262 

2%

 

一般行政費

の一部

1,417 

（内数）

一般行政費

4,246

34%

投資的経費

（公共）

1,066 

9%

投資的経費

（その他）

436 

3%

税交付金等

1,834 

15%

義務的経費

4,930 

39%
投資的経費

1,502 
12%

令和６年度一般会計予算 歳出（性質別）の内訳
（単位：億円、構成比）

歳出総額

12,512

社会保障関係費
1,679
13%
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１０ 特別会計 

 

                                  （単位：百万円、％） 

会 計 名 R5当初 
(Ａ) 

R6当初 
(Ｂ) 

増 減 
(Ｂ－Ａ) 

増 減 率 

競 輪 事 業 20,050  20,248  198  1.0  

公 債 管 理 160,318  187,034  26,716  16.7  

市 町 村 振 興 資 金 796  868  72  9.0  

鹿島臨海工業地帯造成事業 1,969  2,452  483  24.5  

県 立 医 療 大 学 付 属 病 院 3,719  3,282  ▲437  ▲11.8  

国 民 健 康 保 険 242,939  245,453  2,514  1.0  

母子・父子・寡婦福祉資金 315  360  45  14.3  

中 小 企 業 事 業 資 金 1,399  1,194  ▲205  ▲14.7  

農 業 改 良 資 金 372  20  ▲352  ▲94.6  

林業・木材産業改善資金 91  155  64  70.3  

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 72  72  -  0.0  

港 湾 事 業 10,965  11,901  936  8.5  

都市計画事業土地区画整理事業 15,325  23,508  8,183  53.4  

 合  計   458,330  496,547  38,217  8.3  

 
 

１１ 企業会計 

 

                                  （単位：百万円、％） 

会 計 名 R5当初 
(Ａ) 

R6当初 
(Ｂ) 

増 減 
(Ｂ－Ａ) 

増 減 率 

病 院 事 業 29,230  30,487  1,257  4.3  

水 道 事 業 34,881  34,899  18  0.1  

工 業 用 水 道 事 業 21,194  24,938  3,744  17.7  

地 域 振 興 事 業 47,210  16,061  ▲31,149  ▲66.0  

鹿島臨海都市計画下水道事業 6,263  5,828  ▲435  ▲6.9  

流 域 下 水 道 事 業 25,073  23,587  ▲1,486  ▲5.9  

 合  計   163,851  135,800  ▲28,051  ▲17.1  
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Ⅲ 債務負担行為一覧 
［一般会計］ 

（新 規 分） 

事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

地 方 債 証 券 

共 同 発 行 連 帯 債 務 

他の地方公共団体と共同して証券を発行す

る地方債について、当該団体と連帯して償還

及び利子の支払をなす義務を負う。 

自 令和６年度 

至 令和16年度 

元金1,180,000,000千円及び

これに対する利子相当額 

環 境 保 全 施 設 

資 金 利 子 補 給 

茨城県環境保全施設資金融資制度に基づ

き、金融機関が中小企業者等に対し、令和６

年度において資金を貸し付けたときは、県は

当該金融機関に対し利子補給する。 

自 令和７年度 

至 令和13年度 

融資総額1億5,323万円の

融資残高に対し、茨城県

環境保全施設資金融資制

度要項に定める利子補給

率を乗じて得た額 

環 境 保 全 施 設 整 備 

資 金 利 子 補 給 

茨城県環境保全施設整備資金利子補給制度

に基づき、政府系金融機関が中小企業者に対

し、令和６年度において資金を貸し付けたと

きは、県は当該中小企業者に対し利子補給す

る。 

自 令和７年度 

至 令和26年度 

融資総額2,500万円の融資

残高に対し、茨城県環境

保全施設整備資金利子補

給金交付要項に定める利

子補給率を乗じて得た額 

地 方 道 路 整 備 

工 事 請 負 契 約 

主要地方道日立常陸太田線、日立市大久保

町地内の地方道路整備に係る工事請負契約を

締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
4,200,000千円 

地 方 道 路 整 備 

工 事 請 負 契 約 

主要地方道日立常陸太田線、日立市大久保

町地内の地方道路整備に係る工事請負契約を

締結する。 

令和７年度 500,000千円 

土 浦 保 健 所 他 

改 築 工 事 請 負 契 約 

土浦保健所他改築工事に係る工事請負契約

を締結する。 
令和７年度 822,424千円 

が ん 先 進 医 療 費 

利 子 補 給 

茨城県がん先進医療費利子補給制度に基づ

き、県民が金融機関からがんの先進医療を受

けるための治療費を借りるときは、県は当該

県民に対し利子補給する。 

自 令和７年度 

至 令和13年度 

融資総額900万円の融資

残高に対し、茨城県がん

先進医療費利子補給金交

付要綱に定める利子補給

率を乗じて得た額 

地 域 医 療 医 師 修 学 

資 金 貸 与 契 約 

茨城県地域医療医師修学資金貸与条例に基

づき、修学資金貸与契約を修学生と締結す

る。 

自 令和７年度 

至 令和11年度 
927,000千円 

医 師 教 育 資 金 

利 子 補 給 

茨城県医師教育資金利子補給制度に基づ

き、県民が金融機関から医学部進学のための

教育資金を借りるときは、県は当該県民に対

し利子補給する。 

自 令和７年度 

至 令和13年度 

融資総額15億円の融資残

高に対し、茨城県医師教

育資金利子補給金交付要

綱に定める利子補給率を

乗じて得た額 

医 師 海 外 派 遣 事 業 

費 用 負 担 協 定 

医師海外派遣事業に係る費用負担につい

て、国立大学法人筑波大学と協定を締結す

る。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
18,000千円 

循 環 器 内 科 医 海 外 

研 修 事 業 費 補 助 

茨城県循環器内科医海外研修費補助金制度

に基づき、常陸大宮済生会病院循環器内科で

勤務する医師が海外研修を行う場合に、研修

費用を助成する。 

自 令和７年度 

至 令和11年度 
43,200千円 

地 域 医 療 薬 剤 師 修 学 

資 金 貸 与 契 約 

茨城県地域医療薬剤師修学資金貸与条例に

基づき、修学資金貸与契約を修学生と締結す

る。 

自 令和７年度 

至 令和12年度 
 14,400千円 

創 業 支 援 融 資 

損 失 補 償 

創業支援融資制度に基づき、茨城県信用保

証協会が保証した債務によって損失が生じた

ときは、県がその損失を補償する旨の契約を

当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
38,000千円 

女 性 ・ 若 者 ・ 障 害 者 

創 業 支 援 融 資 

損 失 補 償 

女性・若者・障害者創業支援融資制度に基

づき、茨城県信用保証協会が保証した債務に

よって損失が生じたときは、県がその損失を

補償する旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
47,000千円 
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事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

新 分 野 進 出 等 支 援 

融 資 損 失 補 償 

新分野進出等支援融資制度及び小規模企業

支援融資制度に基づき、茨城県信用保証協会

が保証した債務によって損失が生じたとき

は、県がその損失を補償する旨の契約を当該

協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
39,000千円 

パ ワ ー ア ッ プ 

融 資 損 失 補 償 

パワーアップ融資（旧パワーアップ融資）

制度及び小規模企業支援融資制度に基づき、

茨城県信用保証協会が保証した債務によって

損失が生じたときは、県がその損失を補償す

る旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
1,017,000千円 

パ ワ ー ア ッ プ 

融 資 損 失 補 償 

パワーアップ融資（旧セーフティネット融

資）制度及び小規模企業支援融資制度に基づ

き、茨城県信用保証協会が保証した債務に

よって損失が生じたときは、県がその損失を

補償する旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和18年度 
71,000千円 

再 生 支 援 融 資 

損 失 補 償 

再生支援融資制度に基づき、茨城県信用保

証協会が保証した債務によって損失が生じた

ときは、県がその損失を補償する旨の契約を

当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
44,000千円 

災 害 対 策 融 資 

損 失 補 償 

災害対策融資制度に基づき、茨城県信用保

証協会が保証した債務によって損失が生じた

ときは、県がその損失を補償する旨の契約を

当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
2,100千円 

借 換 融 資 

損 失 補 償 

借換融資制度及び小規模企業支援融資制度

に基づき、茨城県信用保証協会が保証した債

務によって損失が生じたときは、県がその損

失を補償する旨の契約を当該協会と締結す

る。 

自 令和６年度 

至 令和21年度 
56,000千円 

失 業 者 等 生 活 資 金 

融 資 損 失 補 償 

失業者等生活資金融資制度に基づき、日本

労働者信用基金協会が保証した債務によって

損失が生じたときは、県がその損失を補償す

る旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和12年度 
1,250千円 

離 職 者 等 再 就 職 訓 練 

業 務 委 託 契 約 

介護福祉士養成訓練業務等に係る委託契約

を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
16,082千円 

離 職 者 等 再 就 職 訓 練 

業 務 委 託 契 約 

調理師養成訓練業務及び農業実践訓練業務

に係る委託契約を締結する。 
令和７年度 3,300千円 

産 業 技 術 短 期 大 学 校 

新 棟 建 設 工 事 

請 負 契 約 

産業技術短期大学校の新棟建設に係る工事

請負契約を締結する。 
令和７年度 1,502,918千円 

野 菜 価 格 安 定 対 策 

事 業 費 補 助 

公益社団法人茨城県農林振興公社が、農畜

産業振興機構に対して支払う指定野菜価格安

定対策資金に不足が生じた場合、県が公社に

対し、令和6年度における県の必要造成計画額

と国が定める最低現金保有額との差額を限度

とし、その不足額を補助する。 

自 令和６年度 

至 令和７年度 
257,701千円 

農 業 近 代 化 資 金 

利 子 補 給 

農業近代化資金融通法に基づき、金融機関

が農業者等に対し、令和６年度において資金

を貸し付けたときは、県は当該金融機関に対

し利子補給する。 

自 令和７年度 

至 令和26年度 

融資総額17億円の融資残

高に対し、茨城県農業近

代化資金利子補給金交付

規程第３条に規定する率

を乗じて得た額 

農 業 経 営 負 担 軽 減 

支 援 資 金 利 子 補 給 

茨城県農業経営負担軽減支援資金利子補給

金交付要項に基づき、金融機関が農業者に対

し、令和６年度において資金を貸し付けたと

きは、県は当該金融機関に対し利子補給す

る。 

自 令和７年度 

至 令和21年度 

融資総額２千万円の融資

残高に対し、茨城県農業

経営負担軽減支援資金利

子補給金交付要項第２条

に規定する率を乗じて得

た額 
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事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

農 作 物 災 害 経 営 

資 金 等 利 子 補 給 

（ 現 年 災 分 ） 

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基

づき、金融機関が被害農業者等に対し、令和

６年度において３億円の範囲内で経営資金等

を貸し付けたときは、県は市町村が当該金融

機関に対し利子補給した額の一部を補助す

る。 

自 令和７年度 

至 令和18年度 

融資総額３億円の融資残

高に対し、茨城県農林漁

業災害対策特別措置条例

施行規則第３条に規定す

る率を乗じて得た額 

農 作 物 災 害 経 営 

資 金 等 損 失 補 償 

（ 現 年 災 分 ） 

茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基

づき、被害農業者等に対し、経営資金を貸し

付けた金融機関に損失が生じたときは、県は

市町村が当該金融機関に対し損失補償した額

の一部を補助する。 

令和９年度以降 120,000千円 

農業ビジネス保証制度 

融 資 損 失 補 償 

農業ビジネス保証制度に基づき、茨城県信

用保証協会が保証した債務によって損失が生

じたときは、県がその損失を補償する旨の契

約を当該協会と締結する。 

自 令和６年度 

至 令和26年度 
31,250千円 

農 業 総 合 セ ン タ ー 

生 物 工 学 研 究 所 

受 変 電 設 備 更 新 工 事 

請 負 契 約 

農業総合センター生物工学研究所に設置し

ている受変電設備の更新に係る工事請負契約

を締結する。 

令和７年度 133,950千円 

漁 業 近 代 化 資 金 等 

利 子 補 給 

漁業近代化資金融通法に基づき、金融機関

が漁業者等に対し、令和６年度において資金

を貸し付けたときは、県は当該金融機関に対

し利子補給する。 

自 令和７年度 

至 令和29年度 

融資総額17億円の融資残

高に対し、茨城県漁業近

代化資金等利子補給金交

付要項第３条に規定する

率を乗じて得た額 

水 産 加 工 経 営 改 善 

促 進 資 金 利 子 補 給 

茨城県水産加工経営改善促進資金利子補給

金交付要項に基づき、金融機関が水産加工業

者に対し、令和６年度において資金を貸し付

けたときは、県は当該金融機関に対し利子補

給する。 

自 令和７年度 

至 令和９年度 

融資総額１億円の融資残

高に対し、茨城県水産加

工経営改善促進資金利子

補給金交付要項第４条に

規定する率を乗じて得た

額 

農 村 地 域 防 災 減 災 

事 業 工 事 請 負 契 約 

山川沼２期地区の機械設備工事に係る工事

請負契約を締結する。 
令和７年度 120,000千円 

県 営 か ん が い 排 水 

事 業 工 事 請 負 契 約 

上備前川排水機場地区の排水ポンプ設備工

事に係る工事請負契約を締結する。 
令和７年度 380,000千円 

県 営 か ん が い 排 水 

事 業 工 事 請 負 契 約 

長井戸沼湛水防除機場２期地区の除塵機設

備工事に係る工事請負契約を締結する。 
令和７年度 340,000千円 

地 方 道 路 整 備 

費 用 負 担 契 約 

主要地方道常陸那珂港山方線、那珂郡東海

村船場地内の船場こ線橋（仮称）の地方道路

整備に係る費用負担について、東日本旅客鉄

道株式会社水戸支社長と契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和９年度 
1,850,000千円 

地 方 道 路 整 備 

工 事 請 負 契 約 

一般国道245号、日立市水木町地内の外３箇

所の地方道路整備に係る工事請負契約を締結

する。 

令和７年度 1,700,000千円 

地 方 道 路 整 備 

費 用 負 担 契 約 

一般国道355号、笠間市大田地内の諏訪跨線

橋の橋梁補修に係る費用負担について、東日

本旅客鉄道株式会社水戸支社長と契約を締結

する。 

自 令和７年度 

至 令和９年度 
1,100,000千円 

地 方 道 路 整 備 

費 用 負 担 契 約 

 主要地方道那珂湊那珂線、ひたちなか市武

田地内の武田橋の橋梁補修に係る費用負担に

ついて、東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長

と契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
500,000千円 

地 方 道 路 整 備 

費 用 負 担 契 約 

一般県道八代庄兵衛新田線、龍ケ崎市庄兵

衛新田地内の竜ケ崎大橋の橋梁耐震に係る費

用負担について、東日本旅客鉄道株式会社水

戸支社長と契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和10年度 
1,400,000千円 
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事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

地 方 道 路 整 備 

費 用 負 担 契 約 

主要地方道竜ケ崎潮来線、龍ケ崎市小通幸

谷地内の源橋の橋梁補修に係る費用負担につ

いて、東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長と

契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
300,000千円 

国 補 河 川 改 修 

工 事 請 負 契 約 

一級河川中丸川、ひたちなか市東石川地先

外５箇所の河川改修に係る工事請負契約を締

結する。 

令和７年度 700,000千円 

県 営 住 宅 建 設 

工 事 請 負 契 約 

桜川西アパートの建設に係る工事請負契約

を締結する。 
令和７年度 398,400千円 

県 立 学 校 校 舎 

賃 貸 借 契 約 

県立伊奈特別支援学校外２校の増築校舎に

係る賃貸借契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和17年度 
2,627,000千円 

自 然 博 物 館 展 覧 会 

開 催 業 務 委 託 契 約 

自然博物館の展覧会開催業務に係る委託契

約を締結する。 
令和７年度 4,233千円 

近 代 美 術 館 展 覧 会 

開 催 業 務 委 託 契 約 

近代美術館の展覧会開催業務に係る委託契

約を締結する。 
令和７年度 2,200千円 

陶 芸 美 術 館 展 覧 会 

開 催 業 務 委 託 契 約 

陶芸美術館の展覧会開催業務に係る委託契

約を締結する。 
令和７年度 1,540千円 

教 員 選 考 試 験 問 題 

作 成 等 業 務 委 託 契 約 

令和７年度に実施する茨城県公立学校教員

選考試験の問題作成等業務に係る委託契約を

締結する。 

令和７年度 8,767千円 

古 河 警 察 署 建 設 

工 事 請 負 契 約 

古河警察署の建設に係る工事請負契約を締

結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
3,745,046千円 

放 置 車 両 確 認 等 

事 務 委 託 契 約 

放置車両の確認及び標章の取付け事務に係

る委託業務を締結する。 
令和７年度  35,485千円 

次期財務会計システム 

構 築 業 務 委 託 契 約 

次期財務会計システム構築業務に係る委託

契約を締結する。 
令和７年度 193,600千円 
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［企業会計］ 

（新 規 分） 

事    項 事   業   内   容 期   間 限  度  額 

鹿 島 臨 海 都 市 計 画 

下 水 道 工 事 請 負 契 約 

鹿島臨海都市計画下水道の処理場整備に係る

工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
3,069,692千円 

霞 ケ 浦 常 南 流 域 

下 水 道 工 事 請 負 契 約 

霞ヶ浦常南流域下水道の処理場及びポンプ場

整備に係る工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
778,320千円 

霞 ケ 浦 湖 北 流 域 

下 水 道 工 事 請 負 契 約 

霞ケ浦湖北流域下水道の処理場及びポンプ場

整備に係る工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
1,409,100千円 

那 珂 久 慈 流 域 下 水 道 

工 事 請 負 契 約 

那珂久慈流域下水道の処理場及びポンプ場整

備に係る工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
4,022,920千円 

霞 ヶ 浦 水 郷 流 域 

下 水 道 工 事 請 負 契 約 

霞ヶ浦水郷流域下水道の処理場整備に係る工

事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
480,600千円 

鬼 怒 小 貝 流 域 

下 水 道 工 事 請 負 契 約 

鬼怒小貝流域下水道のポンプ場整備に係る工

事請負契約を締結する。 
令和７年度 53,620 千円 

県 南 西 広 域 水 道 建 設 

事 業 工 事 請 負 契 約 

 県南西広域水道建設事業の導水施設、浄水施

設及び送水施設に係る工事請負契約を締結す

る。 

令和７年度 5,120,133千円 

県 南 西 広 域 水 道 建 設 

事 業 工 事 請 負 契 約 

 県南西広域水道建設事業の浄水施設に係る工

事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
6,293,727千円 

県 中 央 広 域 水 道 建 設 

事 業 工 事 請 負 契 約 

県中央広域水道建設事業の浄水施設に係る工

事請負契約を締結する。 
令和７年度 619,190千円 

県 南 西 広 域 水 道 事 業 

浄 水 処 理 関 連 

業 務 委 託 契 約 

県南西広域水道事業の粒状活性炭再生業務に

係る委託契約を締結する。 
令和７年度 117,040千円 

鹿 行 広 域 水 道 事 業 

浄 水 処 理 関 連 

業 務 委 託 契 約 

鹿行広域水道事業の粒状活性炭再生業務に係

る委託契約を締結する。 
令和７年度 35,860千円 

県 中 央 広 域 水 道 事 業 

浄 水 処 理 関 連 

業 務 委 託 契 約 

県中央広域水道事業の粒状活性炭再生業務に

係る委託契約を締結する。 
令和７年度 5,980千円 

那珂川工業用水道建設 

事 業 工 事 請 負 契 約 

那珂川工業用水道建設事業の配水施設に係る

工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
1,000,000千円 

鹿 島 工 業 用 水 道 建 設 

事 業 工 事 請 負 契 約 

鹿島工業用水道建設事業の配水施設に係る工

事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
1,957,069千円 

県 央 広 域 工 業 用 

水 道 建 設 事 業 

工 事 請 負 契 約 

県央広域工業用水道建設事業の浄水施設及び

配水施設に係る工事請負契約を締結する。 

自 令和７年度 

至 令和８年度 
2,000,000千円 
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 Ⅳ 条例その他の議案の概要 
 

議   案 内    容 

（行政経営課、病院局） 
 茨城県職員定数条例の一部を改正
する条例 
 
 病院局における診療体制の充実を
図るため、所要の改正をしようとす
るものである。 

 

改正の内容 

 

 病院局の定数を 1,236 人とする。 
 

区分 
定数（人） 

改正前 改正後 増減 
病院事業管理者の事務部局の

職員 1,200 1,236 36 

 

（施行日 令和６年４月１日） 

（人事課、義務教育課） 
 職員の勤務時間に関する条例及び
市町村立学校県費負担教職員の勤
務時間に関する条例の一部を改正す
る条例 
 

 柔軟な働き方を推進し、公務能率

の向上や多様な有為の人材確保に資

するため、所要の改正をしようとす

るものである。 

改正の内容 
 
１ フレックスタイム制の導入 

一定期間における職員の勤務時間の総量を維持した上で、１
日当たりの勤務時間を調整し、週１日を限度に勤務時間を割り
振らない日を設定すること（選択的週休３日制）を可能とする
等の改正を行う。 
 

２ その他所要の改正 
 

（施行日 令和６年４月１日） 

（人事課、企業局、病院局） 
 職員の給与に関する条例等の一部
を改正する条例 
 
 人事委員会の勧告等を踏まえ、在
宅勤務等手当を新設する等、所要の
改正をしようとするものである。 
 

 

改正の内容 
 
１ 在宅勤務等手当の新設 
  支給対象者  住居等において、一定の期間以上継続して

１月当たり10日を超えて正規の勤務時間の全
部を勤務する職員 

  支 給 額  月額3,000円 
 
２ 企業局及び病院局の会計年度任用職員に勤勉手当を支給す
るための改正 

 
３ その他所要の改正 
                  （施行日 令和６年４月１日）  
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議   案 内    容 

（財政課、総務課、消防安全課、産業人材

育成課、畜産課、建築指導課、住宅課） 
 茨城県手数料徴収条例の一部を改
正する条例 
 
 地方公共団体の手数料の標準に関
する政令の一部改正等に伴い、所要
の改正をしようとするものである。 

 

改正の内容 
 
１ 法令等の改正に伴うもの 
(1) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に
伴うもの 
（主なもの） 
・危険物取扱作業保安講習手数料 4,700 円→5,300 円 

 (2) その他の法令等の改正に伴うもの 
ア 建築基準法施行令の一部改正に伴うもの 

既存の建築物に対する接道義務や道路内建築制限の特 
例認定制度の創設に伴う手数料の新設 

   （主なもの） 
・既存の建築物に対する制限の緩和に係る敷地と道路
との関係の特例認定申請手数料 27,000 円 

イ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部
改正に伴うもの 
管理計画認定制度の創設に伴う手数料の新設 

   （主なもの） 
・管理計画認定申請手数料 4,000 円 

  ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一
部改正に伴う用語の整理 

  エ 租税特別措置法施行令の一部改正に伴う特定の民間再
開発事業認定事務手数料の削除 

  オ 技能検定試験手数料の減免措置対象者の変更 
 
２ 法令等の改正以外のもの 
(1) 物価高騰による影響を踏まえた手数料の増額 
（主なもの） 

・短期課程普通職業訓練手数料（技能向上コースに係る
もの） 3,040 円 → 5,000 円 

(2) 手数料の積算方法の見直しによる減額 
（主なもの） 

   ・開発行為許可申請手数料（自己住宅（0.1ha 未満）に係
るもの） 10,000 円 → 8,800 円 

(3) 知事印を押印した許可書等を電子交付することができる 
事務の手数料の追加 

(4) その他所要の改正 
 

（施行日 令和６年４月１日） 

（税務課） 
 茨城県県税条例の一部を改正する
条例 
 
 地方税法の一部改正等を踏まえ、
特種用途自動車に係る特種用途自動
車別割の税率に係る規定を設ける
等、所要の改正をしようとするもの
である。 

 

改正の内容 
 
 令和元年９月30日までに初回新規登録を受けた特種用途自動
車（キャンピング車等）に対して課する自動車税種別割の税率に
係る規定を設ける等の改正を行うもの 
 
 
 
 

 
（施行日 公布の日） 
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議   案 内    容 

（税務課） 

 茨城県産業活動の活性化及び雇用

機会の創出のための県税の特別措置

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 県内における産業活動の活性化及

び雇用機会の創出を引き続き図るた

め、期限の延長を行おうとするもの

である。 

改正の内容 

 

 不動産取得税に係る特別措置の適用期限の延長 

  令和６年３月 31日まで 

   → 令和９年３月 31日まで（３年間） 

 

 

 

 

                   （施行日 公布の日） 

（税務課） 

 茨城県地方活力向上地域等におけ
る県税の特別措置に関する条例の一
部を改正する条例 

 

 企業の本社機能の移転等の促進を
通じた就業の機会の創出及び経済基
盤の強化を引き続き図るため、期限
の延長を行おうとするものである。 

改正の内容 

 

事業税及び不動産取得税に係る特別措置の適用期限の延長 

  令和６年３月 31日まで 

   → 令和８年３月 31日まで（２年間） 

 

 

 

                   （施行日 公布の日） 

（総務事務センター、下水道課、企業局、

病院局、監査委員事務局） 
 地方自治法の一部を改正する法律
等の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例 
 

 地方自治法の一部を改正する法律

等の施行に伴い、関係条例を一括整

理しようとするものである。 

改正の内容 
 
引用条項の移動 
「第 243条の２の２第３項」 
 →「第 243 条の２の８第３項」 等 
 

（参考）改正条例（５条例） 

 ・茨城県監査委員に関する条例 

 ・茨城県公営企業の設置等に関する条例 

 ・茨城県病院事業の設置等に関する条例 

 ・茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業の

設置等に関する条例 

 ・茨城県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例 
 
 

（施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（地域振興課） 

 茨城県立カシマサッカースタジア

ムの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

・グラウンド（全てのスタンドをアマチュア以外が全日利 

用する場合） 

    1,084,750 円 → 1,149,840 円 

 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（地域振興課） 

 つくば国際会議場の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例 

 

物価高騰による影響等を踏まえ、

所要の改正をしようとするものであ

る。 

 

改正の内容 

 

１ 施設使用料について改定を行うもの 

  （主なもの） 

   ・大ホール（入場料を徴せずに、全部を営利目的等で平 

    日に全日利用する場合） 

545,600円 → 654,720円 

 

２ 料金が設定されていない施設等（１階正面スペース等）につ

いて、新たに料金を設定するもの 

 ・営利・宣伝等の目的で利用する場合 

   １㎡当たり１時間の利用につき33円 

 ・それ以外の場合 

   １㎡当たり１時間の利用につき22円 

 

                （施行日 令和６年７月１日） 

（情報システム課） 

 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴い、所要の改正

をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 用語の整理等 

  「特定個人情報」→「利用特定個人情報」等 

 

 

 

 

 

 

 

(施行日 規則で定める日) 
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議   案 内    容 

（生活文化課） 
 茨城県立県民文化センターの設置
及び管理に関する条例の一部を改正
する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

  ・大ホール（営利目的で平日に全日利用する場合） 

    164,400 円 → 170,480 円 

 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（環境対策課） 

 茨城県霞ケ浦環境科学センターの

設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

  ・多目的ホール（全部を全日利用する場合） 

    16,350 円 → 17,050 円 

  ・研修室（全日利用する場合） 

     6,180 円 → 6,460 円 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（保健政策課） 

 茨城県立医療大学授業料等徴収

条例の一部を改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 県立医療大学の授業料、研修料及び受講料について改定を行

うもの 

 （主なもの） 

  ・授業料（年額）          535,800円 → 553,500円 

  ・研修料（月額）      45,100円 →  46,600円 

・受講料（１講座につき） 238,850円 → 246,800円 

 

                （施行日 令和７年４月１日） 

（保健政策課） 

 茨城県立医療大学付属病院の設

置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

  ・特別室（１日当たり） 

13,460円 → 13,990円 

 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（保健政策課） 

 茨城県後期高齢者医療財政安定
化基金条例の一部を改正する条例 
 
 基金の残高が必要額に達したこと
を踏まえ、所要の改正をしようとす
るものである。 

 

改正の内容 
 
 基金の残高が必要額に達し、次年度以降、医療給付費の状況に
応じて拠出率を調整していくこととするため、条例で定める拠出
率に係る規定を改正するもの 
 「１万分の 2.7」 

→ 「１万分の５以内において規則で定める割合」 
  

（施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（健康推進課） 

 茨城県立健康プラザの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

施設の指定管理の終了及び物価高

騰による影響を踏まえ、所要の改正

をしようとするものである。 

 

改正の内容 

 

１ 指定管理に係る規定の削除その他所要の改正を行うもの 

 

２ 施設使用料について改定を行うもの 

  （主なもの） 

   ・大会議室（全日利用する場合） 

     10,560円 → 12,670円 

 

（施行日 令和６年４月１日外） 

（医療政策課） 
 医療法等に基づき病院及び療養病
床を有する診療所の人員及び施設に
関する基準等を定める条例の一部を
改正する条例 
 
 医療法施行規則の一部改正に伴
い、所要の改正をしようとするもの
である。 

改正の内容 
 
 病院が有しなければならない従業者の基準を改正するもの 
「栄養士」→「栄養士又は管理栄養士」 

 
 

 

 

 

（施行日 令和６年４月１日） 

（医療人材課） 
 茨城県看護専門学校の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条
例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 県立看護専門学校の授業料について改定を行うもの 

  ・授業料（月額） 13,900円 → 14,900円 

 

 

 

                （施行日 令和７年４月１日） 

（医療人材課） 
 茨城県地域医療医師修学資金貸

与条例の一部を改正する条例 
 
 地域医療の充実に必要な医師の養

成及び確保を図るため、所要の改正

をしようとするものである。 

改正の内容 
 
 地域枠のうち全国から募集できる大学に獨協医科大学（２

枠）及び帝京大学（２枠）を追加するもの 
 
 

 

 

(施行日 令和６年４月１日) 
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議   案 内    容 

（薬務課） 
 茨城県地域医療薬剤師修学資金
貸与条例 
 
県内の病院において薬剤師が不足

している状況に鑑み、薬剤師不足地
域内の病院において将来薬剤師の業
務に従事しようとする者に対し、茨
城県地域医療薬剤師修学資金を貸与
することにより、地域医療の充実に
必要な薬剤師の養成及び確保を図る
ため、本条例を制定しようとするも
のである。 
 

 

 

 

 

条例の内容 
 
１ 修学資金の概要 
 (1) 対象者（２名／年） 

薬学部６年制課程に在学し、薬剤師不足地域（※）内の
病院において将来薬剤師の業務に従事しようとする者を対
象とした入学試験（地域枠入試）により入学した者で、次の
いずれかに該当するもの 

  ア 県内の高等学校等を卒業し、又は修了した者 
  イ 県内に居住する者の子（アに掲げる者を除く。） 
 (2) 貸与額（月額） 

国公立  50,000 円 
私 立  100,000 円 

 (3) 貸与期間 
正規の修学期間（６年間） 

 (4) 貸付利息 
年 10％ 

 
※病院に勤務する薬剤師の不足によりその確保が必要な地
域として知事が定める地域 

 
２ 返還免除の要件 

(1)～(3)の全てに該当する場合に修学資金の返還を免除す
る。 

 (1) 卒業後１年６月以内に薬剤師の免許を取得し、直ちに薬
剤師不足地域内の病院で薬剤師業務に従事 

 (2) 引き続き県内の病院で薬剤師業務に従事した期間が貸与
期間の２分の３に到達 

 (3) (2)の期間の２分の１以上を薬剤師不足地域内の病院で薬
剤師業務に従事 

 
（施行日 令和７年４月１日） 

（福祉政策課） 
 茨城県総合福祉会館の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条
例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

  ・コミュニティホール（社会福祉関係者が全日利用する場 

合） 

 5,970 円 → 6,260 円 

  

  

 

                （施行日 令和６年10月１日） 
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議   案 内    容 

（長寿福祉課） 

 介護保険法に基づき指定居宅サー

ビスの事業の設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正

する条例 

 

 国の指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等

の一部改正に伴い、所要の改正をし

ようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正の内容 

 

１ 事業所の運営規程の概要等の重要事項について、書面掲示 

 に加え、原則としてウェブサイトに掲載することの義務化 

 

２ 管理者が兼務できる事業所の範囲について、事業所の管理 

上支障がない場合には、同一敷地内等に限らず、他の事業所 

等の職務に従事することができることとする旨の明確化 

 

３ 身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催、指針の

整備等）についての義務化 

 

４ 感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感

染症発生時等における対応を取り決めることの努力義務化 

 

５ その他所要の改正 

 

（参考）改正条例（９条例） 

 ・介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運 

営に関する基準等を定める条例 

 ・社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関す 

る基準を定める条例 

 ・老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関す 

る基準を定める条例 

 ・老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に 

関する基準を定める条例 

 ・介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営 

に関する基準等を定める条例 

 ・介護保険法に基づき指定介護老人保健施設の設備及び運営 

に関する基準等を定める条例 

 ・介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及 

び運営に関する基準等を定める条例 

 ・介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基 

準等を定める条例 

 ・介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運 

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例 

 

（施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（長寿福祉課） 

 旧介護保険法に基づき指定介護療

養型医療施設の設備及び運営に関す

る基準等を定める条例を廃止する条

例 

 

 旧介護保険法に係る経過規定の失

効に伴い、本条例を廃止しようとす

るものである。 

廃止理由 

 

旧介護保険法に係る経過規定が令和６年３月31日限りで失効

するため、本条例を廃止する。 

 

 

 

 

（施行日 令和６年４月１日） 

（障害福祉課、青少年家庭課） 
 社会福祉施設等の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

・ラーク・ハイツ 

 大会議室（午前の利用の場合）  

  4,310円 → 4,500円 

・茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ 

   研修室（和室）（社会福祉関係者が全日利用する場合） 

      1,260 円 → 1,510 円 

・茨城県立視覚障害者福祉センター 

室料（身体障害者及びその同伴者並びに身体障害者福祉

関係者が利用する場合） 

      60 円 → 70円 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 
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議   案 内    容 

（障害福祉課、青少年家庭課）  

 児童福祉法に基づき指定障害児通

所支援の事業の設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改

正する条例 

 

国の児童福祉法に基づく指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部改正に伴い、

所要の改正をしようとするものであ

る。 

 

 

改正の内容  

 

１ 児童発達支援の類型の一元化及び福祉型における３類型（障

害児、難聴児、重症心身障害児）の区分の一元化 

 

２ 管理者が兼務できる事業所の範囲について、事業所の管理上

支障がない場合には、同一敷地内等に限らず、他の事業所等の

職務に従事することができることとする旨の明確化 

 

３ 感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染

症発生時における対応を取り決めることを努力義務化 

 

４ 15 歳以上に達した入所児童について、移行支援に係る個別

の計画を作成し、同計画に基づき移行支援を進めることの義務

化 

 

５ その他所要の改正 

 

（参考）改正条例（３条例） 

・児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び    

運営に関する基準等を定める条例 

・児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例 

・児童福祉法に基づき指定障害児入所施設の設備及び運営に

関する基準等を定める条例 

 

              

                                （施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（障害福祉課）  

 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づ

き指定障害福祉サービスの事業等の

設備及び運営に関する基準等を定め

る条例及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法

律に基づき障害福祉サービス事業の

設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

 国の障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、所要の改正

をしようとするものである。 

 

改正の内容 
 
１ 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るようにするため、利用者の意思決定の支援への配慮を義務化 

 

２ 管理者が兼務できる事業所の範囲について、事業所の管理上

支障がない場合には、同一敷地内等に限らず、他の事業所等の

職務に従事することができることとする旨の明確化 

 

３ 就労選択支援（※）に係る人員、設備及び運営に関する基準

の新設 

  ※短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就

労に関する適性、知識及び能力の評価等を行い、利用者に

対し適切な進路選択を支援するもの 

 

４ 生活介護及び自立訓練（機能訓練）の人員配置基準として言

語聴覚士を追加 

 

５ 感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染

症発生時における対応を取り決めることを努力義務化 

 

６ その他所要の改正 

 

 
 

               （施行日 令和６年４月１日） 

（障害福祉課）  

 障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づ

き指定障害者支援施設等の設備及び

運営に関する基準等を定める条例及

び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づ

き障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

 国の障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害者支援施設等の人

員、設備及び運営に関する基準等の

一部改正に伴い、所要の改正をしよ

うとするものである。 

 

 

改正の内容  
 
１ 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るようにするため、利用者の意思決定の支援への配慮を義務化 

 

２ 生活介護及び自立訓練（機能訓練）の人員配置基準として言

語聴覚士を追加 

 

３ 感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染

症発生時における対応を取り決めることを努力義務化 

 

４ その他所要の改正 
 
 
 
 
 
 
 

               （施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（青少年家庭課） 

 社会福祉法に基づき女性自立支援

施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

 

 国において女性自立支援施設の設

備及び運営に関する基準が制定され

たことに伴い、本条例を制定しよう

とするものである。 

 

 

条例の内容 

 

 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準について規定

するもの 

  

１ 施設長の資格要件 

 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは 

困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に３年以上従 

事したものであること等 

 

２ 設備の基準 

  建物は原則として耐火建築物又は準耐火建築物とし、事務 

 室、相談室、宿直室等その他必要な設備を設けること 

 

３ 自立支援等 

  入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所者の心身

の健康回復及び生活に関する支援等を行うこと 

 

４ 災害対策 

  災害に関する具体的な計画を職員に周知すること（県独自基

準） 

  

５ その他 

 

（施行日 令和６年４月１日） 

（青少年家庭課） 

 茨城県立青少年会館の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

宿泊事業の終了及び物価高騰によ

る影響を踏まえ、所要の改正をしよ

うとするものである。 

 

改正の内容 

 

１ 宿泊事業に係る規定の削除その他所要の改正を行うもの 

 

２ 施設使用料について改定を行うもの 

  （主なもの） 

   ・大研修室（青少年等が午前に利用する場合） 

 2,210円 → 2,320円 

 

                

（施行日 令和６年４月１日外） 

（青少年家庭課） 

 茨城県青少年の健全育成等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 民法の一部改正により、女性の婚

姻開始年齢が引き上げられたことに

伴い、所要の改正をしようとするも

のである。 

 

改正の内容 

 

青少年の定義の改正 

  

「18 歳に達するまでの者（配偶者のある女子を除く。）」 

→「18歳に達するまでの者」 

 

 

 

                (施行日 令和６年４月１日) 
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議   案 内    容 

（青少年家庭課） 
 児童福祉法に基づき児童福祉施設
の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例 
 

 国の児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 
 
１ 新たに児童福祉施設として位置付けられた里親支援センター
について、設備及び運営に関する基準等を新設 

 
２ 児童養護施設等の長に義務付けられている自立支援計画の
策定の際、入所者の年齢、発達の状況その他の事情に応じ意見
聴取その他の措置をとることにより、入所者の意見等を勘案す
ることの義務付け 

 
（施行日 令和６年４月１日） 

（青少年家庭課、行政経営課、人事課） 

 困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例 

 

 困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律の施行に伴い、関係条

例を一括整理しようとするものであ

る。 

 

改正の内容 

 

 用語の整理 

  「婦人保護施設」→「女性自立支援施設」等 

 

（参考）改正条例（４条例） 

 ・職員の特殊勤務手当に関する条例 

・茨城県行政組織条例 

・社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例 

 ・児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例 

   

                  （施行日 令和６年４月１日） 

（産業人材育成課） 
 茨城県県立職業能力開発校の設
置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 県立産業技術専門学院の授業料について改定を行うもの 

  ・授業料（年額） 118,800円 → 139,600円 

 

 

 

 

                （施行日 令和７年４月１日） 

（産業人材育成課） 
 茨城県立産業技術短期大学校の
設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 県立産業技術短期大学校の授業料及び受講料について改定を

行うもの 

  ・授業料（年額） 390,000円 → 392,800円 

  ・受講料（１科目） 10,000円 →  11,000円 

 

 

 

       （施行日 令和６年10月１日外） 

 
  

62



議   案 内    容 

（技術革新課） 

 茨城県産業技術イノベーションセ

ンターの使用料及び手数料徴収条例

の一部を改正する条例 

 

 設備の開放等及び物価高騰による

影響を踏まえ、所要の改正をしよう

とするものである。 

改正の内容 

 

１ 設備の開放等に伴い、設備使用料及び試験等手数料につい 

て追加等を行うもの 

(1) 新たに追加する設備・試験等 ８項目 

(2) 機器の更新等に伴う項目更新 ５項目 

(3) 設備の老朽化等により削除する設備・試験等 24 項目 

 

２ 物価高騰による影響を踏まえ、設備使用料及び試験等手数

料について改定を行うもの 

（主なもの） 

  ・強度試験機器（インストロン万能試験機（15トン）・１ 

時間） 

 1,430円 → 1,650円 

 

（施行日 令和６年４月１日外） 

（技術革新課） 
 つくば創業プラザの設置及び管理
に関する条例の一部を改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

  ・事務室（１室１月につき） 

    104,500 円 → 105,050 円 

 

 

 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（技術革新課） 

 茨城県立笠間陶芸大学校の設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 設備の老朽化及び物価高騰による

影響を踏まえ、所要の改正をしよう

とするものである。 

改正の内容 

 

１ 物価高騰による影響を踏まえ、設備使用料及び県立笠間陶

芸大学校の授業料について改定を行うもの 

 (1) 設備使用料の改定 

   （主なもの） 

・小型電気炉高温酸化焼成 

      4,070 円 → 4,950 円 

 (2) 授業料の改定（年額） 

234,600円 → 246,300円 

 

２ 設備の老朽化に伴い、設備使用料の項目を削除 １項目 

 

（施行日 令和６年４月１日外） 
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議   案 内    容 

（科学技術振興課） 
 いばらき量子ビーム研究センター
の設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

・いばらき量子ビーム研究センター（研究支援施設）（１平
方メートル当たり１月につき） 

      1,050 円 → 1,060 円 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（農業技術課） 

 茨城県立農業大学校の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条

例 

 

物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

 

改正の内容 

 

 県立農業大学校の授業料及び受講料について改定を行うもの 

  ・授業料（年額）118,800円 → 132,400円 

  ・受講料（１種類）18,000円以内 → 20,300円以内 

 

 

 

                （施行日 令和７年４月１日） 

（林政課） 
 茨城県自然観察施設の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条
例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

  ・奥久慈憩いの森林業研修センター教室（１日につき） 

 2,280 円 → 3,030 円 

   

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（水産振興課、市町村課） 
 茨城県漁港管理条例及び茨城県
知事の権限に属する事務の処理の特
例に関する条例の一部を改正する条
例 
 
 漁港漁場整備法の一部改正に伴
い、所要の改正をしようとするもの
である。 

 

 

  

 

改正の内容 

 

１ 漁港管理者は、漁港施設等活用事業（※）の実施に関する計
画の認定を受けた者が漁港区域内の水域等を占用する場合に
占用料を徴収することができるとされたことに伴い所要の改正
をするもの 

 ※ 漁港の漁業上の利用の確保に配慮しつつ、漁港施設、漁港
区域内の水域等を活用し、当該漁港に係る水産業の発展及
び水産物の安定に寄与する事業 

 
２ 引用する法律の題名の変更 
   「漁港漁場整備法」 

→「漁港及び漁場の整備等に関する法律」 
 
３ 引用条項の移動 
  「第 38条」→「第 38条第１項」 

 
（施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（都市整備課、保健体育課） 

茨城県都市公園条例の一部を改正
する条例 
 
都市公園の機能増進を図るため及

び物価高騰による影響を踏まえ、所
要の改正をしようとするものである。 
 
 
 
 

改正の内容 
 
１ 都市公園の機能増進を図るため、有料公園施設に係る規定に
ついて改正を行うもの 
(1) 偕楽園駐車場の整備等に伴い、同駐車場を新たに有料公園

施設の規定に追加するもの 
  ・使用料 3,000 円を超えない範囲内で規則で定める額 
(2) 砂沼広域公園のテニスコート等について、都市公園法の許

可に基づき下妻市に管理させることとするため、有料公園
施設の規定から削除するもの 

 
２ 施設使用料について改定を行うもの 
  （主なもの） 
   ・偕楽園本園（大人１人につき） 
     300 円 → 320 円 
   

 
（施行日 令和６年４月１日外） 

（建築指導課） 

 茨城県建築基準条例の一部を改正
する条例 
 
 建築基準法の一部改正に伴い、所
要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 
 
主要構造部（壁、柱等）が耐火構造であることを求めている規

定について、耐火構造であることを求める対象を特定主要構造部
（※）のみとするもの 

※ 主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものと
して政令で定める部分以外の部分 

 
 

（施行日 令和６年４月１日） 

（生涯学習課、文化課） 

 学校以外の教育機関の設置、管理

及び職員に関する条例の一部を改正

する条例 

 

物価高騰による影響等を踏まえ、

所要の改正をしようとするものであ

る。 

 

改正の内容 

 

１ 施設使用料等について改定を行うもの 

  （主なもの） 

   ・近代美術館の入館料（常設展の場合）   

     児童生徒等 180円 → 200円 

   ・水戸生涯学習センター大講座室（全日利用の場合） 

     学習団体等 6,940円 → 7,840円  

 

２ 大学生等に係る料金区分の見直しを行うもの 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 
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議   案 内    容 

（教育改革課） 
 義務教育諸学校等の教育職員の給
与等に関する特別措置に関する条例
の一部を改正する条例 
 
 公立学校の教育職員の業務量の適
切な管理その他教育職員の服務を監
督する教育委員会が教育職員の健康
及び福祉の確保を図るために講ずべ
き措置に関する指針を踏まえ、所要
の改正をしようとするものである。 

改正の内容 
 
教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う

業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を
図るための措置については、教育職員の服務を監督する教育委員
会の定めるところにより行うものとする旨を規定するもの 

 
 
 
 
 

（施行日 公布の日） 

（保健体育課） 
 茨城県営ライフル射撃場の設置及
び管理に関する条例の一部を改正す
る条例 

 

 物価高騰による影響を踏まえ、所

要の改正をしようとするものである。 

改正の内容 

 

 施設使用料について改定を行うもの 

 （主なもの） 

  ・基本料金（高校生以下が 10ｍ射場を個人利用する場合） 
 150 円 →  170 円 

 

 

 

                （施行日 令和６年10月１日） 

（警務課） 
 茨城県地方警察職員定員条例の
一部を改正する条例 
 
 警察法施行令の一部改正に伴い、
所要の改正をしようとするものであ
る。 

改正の内容 
 
 令和６年４月１日から令和７年３月 31日までの間に限り、警
察官の定数を 14人増員し、4,828 人とするもの 
 
 
 
 

（施行日 令和６年４月１日） 

（生活安全総務課、交通総務課） 

 茨城県警察関係手数料徴収条例
の一部を改正する条例 
 
 地方公共団体の手数料の標準に関
する政令等の一部改正に伴い、所要
の改正をしようとするものである。 

改正の内容 
 
１ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴 
 う手数料の額の改定 
 ・銃砲刀剣類所持等取締法の規定に基づく猟銃の操作等に関 
  する講習手数料 12,700円 → 14,000円 
 
２ デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するため 
 のデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により書 
面掲示規制の見直しがされ、今まで手数料を徴収していた事 
務（警備業法の規定に基づく認定証の再交付等）が廃止され 
ることに伴う手数料の削除 

 
３ その他所要の改正 

 

（施行日 令和６年４月１日） 
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議   案 内    容 

（出資団体指導・行政監察室） 

 包括外部監査契約の締結について 

 

 地方自治法の規定に基づき、包括

外部監査について、公認会計士小笠

原隆と契約を締結しようとするもの

である。 

議案の内容 

 

(1)契約の目的：包括外部監査及び当該監査の結果に関する報告 

(2)契約の始期：令和６年４月１日 

(3)契約金額：1,650万円を上限とする金額 

(4)契約の相手方：公認会計士 小笠原 隆 

（産地振興課） 

 法人に対する出資について 

 

県の出資法人等への関わり方に関

する基本的事項を定める条例の規定

に基づき、笠間栗ファクトリー株式

会社に対する出資について、議決を

求めようとするものである。 

議案の内容 

 

 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例

第５条第２項の規定に基づく議決 

(1)出資先 笠間栗ファクトリー株式会社 

(2)出資額 35,000,000円 

（本県産の栗について、県内における加工を推進し、高付加価値

化による産地の構造改革を集中的に支援するもの） 

 

（参考）笠間栗ファクトリー株式会社 

・設立年月日：令和３年３月２日 

・事業概要 ：笠間市の特産である栗を使用した１次加工品等の

製造 

（下水道課） 

 霞ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦

水郷、那珂久慈、利根左岸さしま、

鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水

道の維持管理に要する費用に係る関

係市町村の負担額について 

 

下水道法の規定に基づき、霞ケ浦

常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦水郷、那

珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小貝

及び小貝川東部流域下水道の維持管

理に要する費用の市町村負担額を定

めようとするものである。 

議案の内容 

 

流域下水道の維持管理に要する費用負担額（令和６年度分） 

                     （単位：千円）  
  
 
 
 

流域下水道名 負担額 市 町 村 
霞ケ浦常南 2,566,175 龍ケ崎市外５市町 

霞ケ浦湖北 2,279,804 土浦市外４市町 

霞ケ浦水郷 395,069 潮来市外１市 

那珂久慈 2,347,681 水戸市外８市町村、 

ひたちなか・東海広域事

務組合 

利根左岸さしま 414,984 古河市外２市町 

鬼怒小貝 459,525 下妻市外３市町 

小貝川東部 363,254 下妻市外３市 

計 8,826,492  
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